
担
保
保
存
義
務
に
関
す
る
一
考
察 

 

―
沿
革
的
・
比
較
法
的
考
察
（
九
）

―

辻

　

博

明

一　

は
じ
め
に

―
問
題
設
定

二　

ロ
ー
マ
法

　

⑴　

保
証
制
度
の
「
推
移
」

―
担
保
保
存
義
務
制
度
の
視
点
か
ら

　

⑵　

担
保
保
存
義
務
制
度
の
「
起
源
」
と
そ
の
継
受

―
問
題
点
の
整
理

三　

フ
ラ
ン
ス
法

　

⑴　

フ
ラ
ン
ス
古
法

―
ポ
テ
ィ
エ
の
主
張
を
中
心
に　
　
　
　
（
以
上
本
誌
六
一
巻
一
号
）

　

⑵　

立
法
趣
旨

　

⑶　

フ
ラ
ン
ス
民
法

―
制
度
の
本
質
、
要
件
・
効
果
（
現
行
二
三
一
四
条
）、
近
時
の
変
化　

（
以
上
本
誌
六
一
巻
二
号
）

四　

ド
イ
ツ
法

　

⑴　

ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
前
の
概
要

　

⑵　

立
法
趣
旨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
一
号
）

　

⑶　

ド
イ
ツ
民
法

―
制
度
の
本
質
、
要
件
・
効
果

　
　

①　

制
度
の
本
質

　
　
　

ⅰ　

制
度
趣
旨
・
法
的
構
成　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
二
号
）

　
　
　

ⅱ　

免
責
対
象
者

　
　

②　

免
責
の
要
件

　
　

③　

効　

果

　
　

④　

整
理
・
検
討

―
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較　
　
　
　

 　

 

（
以
上
本
誌
六
二
巻
四
号
）
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五　

ス
イ
ス
債
務
法

　

⑴　

旧
法
に
お
け
る
議
論
の
概
要

―
義
務
の
位
置
付
け
・
範
囲
、
要
件
・
効
果
、
共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

 

（
以
上
本
誌
六
三
巻
一
号
）

　

⑵　

立
法
趣
旨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
誌
六
三
巻
二
号
）

　

⑶　

ス
イ
ス
債
務
法(

一
九
四
一
年
法)

― 

債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
拡
大
・
強
化
、
義
務
の
性
質
、
担
保
保
存

義
務
、
共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

　
　

①　

債
権
者
の
注
意
義
務

―
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
性
質
・
拡
大
・
強
化　
　

 

（
以
上
本
誌
六
三
巻
四
号
）

　
　

②　

債
権
者
の
担
保
保
存
義
務

―
五
〇
三
条
一
項
の
意
義
、
要
件
・
有
力
説
の
主
張
、
効
果

　
　
　

ⅰ　

五
〇
三
条
一
項
の
意
義

―
担
保
保
存
義
務
の
目
的
・
性
質

　
　
　

ⅱ　

要　

件

―
担
保
の
種
類
、
担
保
の
設
定
者
・
時
的
範
囲
（
有
力
説
）、
担
保
の
減
少
・
損
害
・
帰
責
性
・
不
作
為

　
　
　

ⅲ　

効　

果

―
効
果
の
性
質
、
免
責
範
囲
、
特
約
の
可
否

　
　

③　

共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

―
四
九
七
条
三
項
の
特
則
、
特
約
、
錯
誤
等

　
　
　

ⅰ　

四
九
七
条
三
項
の
意
義

―
共
同
保
証
の
一
般
化
、
共
同
保
証
人
の
期
待

　
　
　

ⅱ　

要　

件

―
前
提
・
共
同
保
証
、
認
識
可
能
性
・
証
明
責
任
、
免
責
類
型
、
損
害
の
有
無

　
　
　

ⅲ　

効　

果

―
全
部
免
責
、
一
部
免
責
の
導
入
、
免
責
時
、
特
約

　
　

④　

整
理
・
検
討　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
以
上
本
号
）
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五　

ス
イ
ス
債
務
法

⑶　

ス
イ
ス
債
務
法
（
一
九
四
一
年
法
）
― 

債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
の
拡
大
・
強
化
、
義
務
の
性
質
、
担
保
保
存
義
務
、 

共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

　

②　

債
権
者
の
担
保
保
存
義
務

―
五
〇
三
条
一
項
の
意
義
、
要
件
・
有
力
説
の
主
張
、
効
果

　
　

ⅰ　

五
〇
三
条
一
項
の
意
義

―
担
保
保
存
義
務
の
目
的
・
性
質

　

ス
イ
ス
債
務
法
五
〇
三
条
一
項
は
、「
債
権
者
が
、
保
証
の
引
受
の
際
に
存
在
し
た
、
ま
た
は
主
た
る
債
務
者
に
よ
っ
て
そ
の
後
に
獲

得
さ
れ
か
つ
個
別
に
被
保
証
債
権
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
物
的
担
保
ま
た
は
そ
の
他
の
担
保
及
び
優
先
権
を
保
証
人
の
不
利
益
に
減
少

さ
せ
る
場
合
、
保
証
人
の
責
任
は
、
損
害
が
そ
の
減
少
額
よ
り
少
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
減
少
に
応
じ
て
減
額
さ
れ

る
。
不
当
利
得
の
返
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。

　

五
〇
三
条
一
項
は
、
債
権
者
の
担
保
保
存
義
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
主
た
る
債
務
に
は
、
保
証
だ
け
で
な
く
、
物
的
担
保
そ
の
他

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
保
証
人
が
債
権
者
に
弁
済
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
権
利
は
代
位
に
よ
り
保
証
人
に
移
転
す
る
（
五
〇

七
条
一
項
）。
保
証
人
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
に
よ
っ
て
、
主
た
る
債
務
者
等
に
対
す
る
求
償
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
保
証
人
の
た
め
に
物
的
担
保
・
そ
の
他
の
担
保
・
優
先
権
を
保
全
す
る
義
務
が
、
債
権
者
に
課
さ
れ
て
い
る
。
同
条
一
項
に
お
け

る
義
務
は
、
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
一
般
的
な
注
意
義
務
で
は
な
く
、
物
的
担
保
等
の
保
存
に
関
す
る
特
別
の
義
務
で
あ
る
と
解

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
保
証
人
に
対
す
る
誠
実
義
務
の
現
れ
で
あ
り
、O

bliegenheit

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
債
権
者
が

O
bliegenheit

に
違
反
し
た
場
合
、
そ
の
権
利
の
喪
失
・
減
少
や
形
成
権
の
成
立
が
問
題
と
な
る
が
損
害
賠
償
義
務
は
生
じ
な
い
。）

（
１
）

。
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ⅱ　

要　

件

―
担
保
の
種
類
、
担
保
の
設
定
者
・
時
的
範
囲
（
有
力
説
）、
担
保
の
減
少
・
損
害
・
帰
責
性
・
不
作
為

　

債
権
者
が
保
存
義
務
を
負
う
担
保
（
担
保
の
「
種
類
」）
は
、
物
的
担
保
ま
た
は
そ
の
他
の
担
保
及
び
優
先
権
で
あ
る
（
こ
れ
に
対
し

て
、
旧
ス
イ
ス
債
務
法
五
〇
九
条
一
項
に
お
い
て
は
、
他
の
「
担
保
（Sicherheiten

）」
と
「
包
括
的
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た
（
先
述
⑴
②
ⅰ

⒜
）。）。
保
存
す
べ
き
担
保
と
し
て
は
、
具
体
的
に
は
、
不
動
産
・
動
産
担
保
権
、
権
利
質
、
留
置
権
等
（
物
的
担
保
）、
共
同
保
証
、
連

帯
債
務
、
所
有
権
留
保
、
手
形
等
（
そ
の
他
の
担
保
）
が
あ
り
、
優
先
権
（
特
に
破
産
法
上
の
優
先
権
）
も
そ
の
対
象
と
な
る
と
解
さ
れ

る
（
た
だ
し
こ
れ
ら
以
外
の
権
利
も
解
釈
に
よ
り
保
存
対
象
と
な
り
う
る
。）

（
２
）

。

　

債
権
者
は
ど
の
時
点
に
お
け
る
担
保
に
つ
い
て
責
め
を
負
う
か
（
担
保
の
「
時
的
範
囲
」）。
ま
ず
、
保
証
の
引
受
の
際
に
存
在
し
た
物

的
担
保
等
の
担
保
の
場
合
は
、
そ
の
担
保
が
保
証
の
引
受
時
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
か
、
保
証
の
引
受
と
同
時
に
は
じ
め
て
設
定
さ

れ
た
か
を
問
わ
な
い
。
ま
た
こ
の
場
合
、
そ
の
担
保
が
主
た
る
債
務
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
か
、
共
同
保
証
人
等
の
第
三
者
に
よ
っ

て
設
定
さ
れ
た
か
も
問
わ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
証
の
引
受
「
後
」
に
は
じ
め
て
獲
得
さ
れ
た
物
的
担
保
等
の
担
保
の
場
合
は
、

主
た
る
債
務
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
（
担
保
の
「
設
定
者
」）、
か
つ
「
個
別
」
に
被
保
証
債
権
の
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
そ
の
担
保
が
「
専
ら
」
被
保
証
債
権
の
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
（
改
正
点
・
先
述
⑴
②
ⅰ
⒝
）。
同
時
に
別
の
一
つ
ま
た
は

複
数
の
債
権
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
担
保
で
も
個
別
に
被
保
証
債
権
の
た
め
に
設
定
さ
れ
う
る
。）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
第
三
者
が

設
定
し
た
担
保
に
つ
い
て
は
、
五
〇
三
条
一
項
の
適
用
は
な
い

（
３
）。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
物
的
担
保
等
が
個
別
に
被
保
証
債
権
の
た
め
に
獲
得
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
単
に
「
包
括
的
担
保
条
項
」（
特

定
の
債
務
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
担
保
が
そ
の
主
た
る
債
務
者
の
他
の
す
べ
て
の
債
務
を
も
担
保
す
る
旨
の
条
項
）
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た

場
合
に
も
、
債
権
者
は
担
保
の
保
存
に
つ
い
て
責
め
を
負
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
債
権
者
は
、
保
証
の
引
受
の
際
に
存
在
す
る
担

保
に
つ
い
て
は
、
ど
の
場
合
で
も
区
別
な
し
に
責
め
を
負
う
と
す
る
主
張
が
あ
る
（
通
説
）（
た
だ
し
、
単
に
包
括
的
担
保
条
項
に
基
づ
い

て
主
た
る
債
務
者
に
よ
っ
て
保
証
引
受
後
に
獲
得
さ
れ
た
担
保
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
は
責
め
を
負
わ
な
い
と
す
る
。）。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
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権
者
は
、
担
保
が
単
に
包
括
的
担
保
条
項
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
場
合
、
保
証
の
引
受
の
際
に
存
在
す
る
担
保
に
つ
い
て
も
責
め
を

負
わ
な
い
と
す
る
主
張
が
あ
る
。
保
証
人
は
、
保
証
の
引
受
の
際
に
そ
の
よ
う
な
担
保
の
存
在
・
内
容
に
つ
い
て
な
に
も
知
ら
ず
、
ま

た
、
銀
行
は
、
守
秘
義
務
等
に
よ
っ
て
主
た
る
債
務
者
と
の
他
の
取
引
に
つ
い
て
の
情
報
を
保
証
人
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
保
証
人
は
そ
の
よ
う
な
担
保
に
対
し
て
期
待
を
有
し
て
お
ら
ず
、
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
（Giovanoli

等
）

（
４
）

。

　

債
権
者
は
、
物
的
担
保
等
を
保
証
人
の
不
利
益
に
減
少
さ
せ
る
場
合
に
責
め
負
う
。
債
権
者
は
、
担
保
の
保
存
の
た
め
に
必
要
か
つ

債
権
者
に
期
待
可
能
な
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
の
担
保
保
存
義
務
は
、
保
証
人
に
対
す
る
誠
実
義
務
の
現
れ
で
あ

り
、
不
作
為
の
場
合
に
も
問
題
と
な
る
。
五
〇
三
条
一
項
に
お
け
る
担
保
の
減
少
と
は
、
債
権
者
が
担
保
を
放
棄
ま
た
は
減
少
さ
せ
る

場
合
や
、
担
保
を
許
可
な
し
に
主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
他
の
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
使
用
す
る
場
合
、
留
置
権
の
行
使
を
怠
る

（
５
）等

の
場
合
に
問
題
と
な
る
。
債
権
者
が
債
権
の
一
部
に
つ
い
て
弁
済
を
受
け
そ
の
弁
済
額
に
見
合
う
担
保
の
解
除
に
応
じ
た
場
合
に
は
、

責
め
を
負
う
行
為
は
な
い
。
保
証
人
に
不
利
益
な
担
保
の
減
少
と
は
、
担
保
が
債
権
者
の
保
管
中
に
変
化
を
生
じ
た
結
果
、
保
証
人
が

債
権
者
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
弁
済
す
る
と
、
そ
の
担
保
か
ら
全
額
の
回
収
が
で
き
ず
損
害
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る

（
６
）。

　

保
証
人
の
責
任
は
、
損
害
が
担
保
の
減
少
額
よ
り
少
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
の
減
少
に
応
じ
て
減
額
さ
れ
る
（
五
〇

三
条
一
項
）。
担
保
の
減
少
に
対
す
る
債
権
者
の
責
任
は
、
ス
イ
ス
債
務
法
九
七
条
以
下
の
一
般
原
則
（「
過
失
責
任
」）
に
よ
っ
て
判
断

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
は
自
己
に
過
失
が
な
い
と
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
が
責
め
を
負
う
の
は
、
担
保
の
減
少

に
よ
っ
て
保
証
人
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
保
証
人
は
、
債
権
者
が
担
保
を
保
証
人
の
不
利
益
に
減
少
さ

せ
た
こ
と
、
ど
の
範
囲
に
お
い
て
担
保
が
減
少
し
た
か
を
証
明
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
損
害
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
、

ま
た
は
損
害
額
が
そ
れ
よ
り
少
な
い
こ
と
の
証
明
は
、
債
権
者
が
負
う
と
さ
れ
る
（
旧
法
と
の
違
い
・
先
述
⑴
②
ⅱ
）

（
７
）

。
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ⅲ　

効　

果

―
効
果
の
性
質
、
免
責
範
囲
、
特
約
の
可
否

　

債
権
者
が
担
保
保
存
義
務
に
違
反
し
た
場
合
（
五
〇
三
条
一
項
）、
そ
の
責
任
は
、
損
害
賠
償
責
任
で
は
な
く
、
権
利
の
「
失
効
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
（
旧
法
と
の
違
い
・
先
述
⑴
③
）。
債
権
者
は
、
担
保
の
減
少
の
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の
権
利
を
法
律
上
当
然
に
喪
失
す

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
証
人
は
損
害
賠
償
請
求
権
の
み
を
有
し
、
そ
の
請
求
権
の
額
に
応
じ
て
責
め
が
減
少
す
る
と
す
る
主
張
が
あ

る
。
主
た
る
債
務
者
が
支
払
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
保
証
人
は
不
利
益
を
受
け
て
い
な
い
た
め
、
免
責
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
担

保
の
保
存
を
怠
っ
た
債
権
者
は
、
ま
ず
主
た
る
債
務
者
に
請
求
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
担
保
の
減
少
に
よ
っ
て
損
害
が
発

生
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
と
な
る
と
す
る
（Giovanoli

等
）

（
８
）
。
な
お
、
保
証
人
は
、
自
己
に
免
責
の
抗
弁
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
債
権

者
に
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
不
当
利
得
の
返
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
一
項
二
文
）

（
９
）

。

　

「
保
証
人
は
、
別
段
の
合
意
を
認
め
る
例
外
規
定
の
な
い
限
り
、
保
証
法
（
第
四
九
二
条
―
第
五
一
二
条
）
に
お
い
て
保
証
人
に
与
え

ら
れ
た
権
利
を
事
前
に
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
す
る
規
定
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
四
九
二
条
四
項
）。
し
た
が
っ
て
、
保
証
人

が
有
す
る
そ
の
権
利
を
事
前
に
放
棄
す
る
旨
の
約
定
は
無
効
で
あ
る）

10
（

。

　

③　

共
同
保
証
を
め
ぐ
る
問
題

―
四
九
七
条
三
項
の
特
則
、
特
約
、
錯
誤
等

　

共
同
保
証
人
の
免
責
に
つ
い
て
は
、
旧
ス
イ
ス
債
務
法
四
九
七
条
三
項
（
一
九
一
一
年
法
）
に
お
い
て
特
別
規
定
が
す
で
に
見
ら
れ
た

が
（
先
述
⑴
②
ⅲ
）、
さ
ら
に
、
保
証
法
の
改
正
を
経
て
（
先
述
⑵
③
）、
判
例
・
学
説
の
展
開
を
反
映
す
る
新
た
な
特
別
規
定
が
導
入
さ

れ
た
。

　

ス
イ
ス
債
務
法
四
九
七
条
三
項
（
一
九
四
一
年
法
）
は
、「
保
証
人
が
、
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
き
他
の
保
証
人
も
責
め
を
負
う
と

い
う
債
権
者
に
認
識
可
能
な
前
提
に
お
い
て
、
保
証
を
引
き
受
け
た
場
合
、
保
証
人
は
、
こ
の
前
提
が
生
じ
な
い
と
き
、
保
証
人
の
一

人
が
保
証
の
引
受
後
に
債
権
者
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
と
き
、
ま
た
は
、
そ
の
保
証
が
無
効
と
宣
告
さ
れ
る
と
き
、
免
責
さ
れ
る
。
後
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者
の
場
合
、
裁
判
官
は
、
公
平
を
要
す
る
と
き
は
、
適
切
な
範
囲
の
一
部
免
責
の
み
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。

　
　

ⅰ　

四
九
七
条
三
項
の
意
義

―
共
同
保
証
の
一
般
化
、
共
同
保
証
人
の
期
待

　

取
引
現
場
に
お
い
て
は
、
債
権
者
は
、
複
数
の
保
証
人
の
設
定
を
求
め
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
ま
た
、
債
務
者
は
、
支
払
能
力
が
あ

り
取
引
に
精
通
し
た
者
の
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
約
束
で
き
れ
ば
、
容
易
に
保
証
人
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
実

務
に
お
い
て
は
、
共
同
保
証
が
一
般
化
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
保
証
人
が
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
い
て
他
の
保
証
人
も
債
務

を
負
う
と
い
う
前
提
で
保
証
を
引
き
受
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
期
待
に
反
し
て
、
他
の
保
証
人
が
保
証
の
引
受
け
を
拒
む
よ
う
な
場
合
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
保
証
人
は
、
他
の
保
証
人
が
共
同
し
て
債
務
を
負
う
こ
と
を
前
提
に
保
証
に
応
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

こ
に
錯
誤
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
保
証
人
も
債
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
や
他
の
保
証
人
の
支
払
能
力
が
十
分
で
あ
る
こ
と
等
の

事
情
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
っ
て
も
、
通
常
は
、
本
質
的
な
錯
誤
に
は
当
た
ら
ず
、
動
機
の
錯
誤
に
と
ど
ま
る
と
解
さ
れ
る
（
ス
イ
ス
債

務
法
二
四
条
二
項
）。
も
し
そ
れ
が
信
義
則
上
契
約
の
不
可
欠
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
質
的
な
錯
誤
に
当
た
る

が
（
二
四
条
一
項
四
号
）、
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
は
特
別
な
場
合
で
あ
る
。
仮
に
本
質
的
な
錯
誤
と
し
て
無
効
が
認
め
ら
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
効
果
は
保
証
債
務
が
減
額
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
他
の
保
証
人
が
す
で
に
債
務
を
引
き
受
け
て
い
る
、
債
務
を
引

き
受
け
る
予
定
で
あ
る
、
ま
た
は
そ
の
債
務
を
負
い
続
け
る
と
い
う
前
提
は
、
保
証
契
約
の
「
条
件
（Bedingung

）」
に
ま
で
は
な
っ

て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
立
法
者
（
一
九
一
一
年
法
）
は
、
他
の
保
証
人
が
保
証
を
引
き
受
け
る
と
い
う
債
権
者
に
認
識
可
能
な
前
提
を
条
件
と
同
様

に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
証
人
に
つ
い
て
特
別
の
保
護
を
図
っ
た
（
旧
ス
イ
ス
債
務
法
四
九
七
条
三
項
）。
一
方
、
判
例
は
、
保
証
人
の

一
人
が
保
証
の
引
受
後
に
債
権
者
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
場
合
や
そ
の
保
証
が
無
効
と
宣
告
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
解
す

る
よ
う
に
な
る）

11
（

。
特
に
懸
念
さ
れ
た
の
は
、
後
ほ
ど
免
責
す
る
と
約
束
し
て
、
保
証
人
を
誘
き
寄
せ
る
お
と
り
と
し
て
支
払
能
力
の
あ

る
者
に
署
名
さ
せ
る
よ
う
な
濫
用
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
判
例
・
学
説
の
展
開
を
受
け
て
、
さ
ら
に
立
法
改
正
が
な
さ
れ
（
一
九
四
一
年
法
）、
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ス
イ
ス
債
務
法
四
九
七
条
三
項
が
導
入
さ
れ
る
に
い
た
る
（
免
責
類
型
の
拡
張
・
後
述
ⅱ
）。
な
お
、
同
条
三
項
は
、
共
同
保
証
の
場
合

に
の
み
適
用
の
あ
る
規
定
で
あ
る）

12
（

。

　
　

ⅱ　

要　

件

―
前
提
・
共
同
保
証
、
認
識
可
能
性
・
証
明
責
任
、
免
責
類
型
、
損
害
の
有
無

　

四
九
七
条
三
項
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
保
証
人
が
、
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
き
他
の
保
証
人
も
責
め
を
負
う
と
い
う
債
権

者
に
認
識
可
能
な
前
提
に
お
い
て
、
保
証
を
引
き
受
け
た
場
合
で
あ
る
（
共
同
保
証
）。
複
数
の
保
証
人
が
同
時
に
債
務
を
引
き
受
け
る

場
合
が
多
い
が
、
異
な
る
時
点
に
お
い
て
債
務
を
順
次
引
き
受
け
る
場
合
も
共
同
保
証
が
問
題
と
な
る
。
保
証
契
約
締
結
の
交
渉
段
階

に
お
い
て
複
数
の
保
証
人
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
や
保
証
契
約
の
証
書
に
複
数
の
保
証
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
共
同
保
証
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
保
証
人
が
責
め
を
負
わ
な
い
場

合
で
も
保
証
を
引
き
受
け
た
と
す
る
反
証
は
許
さ
れ
る
。

　

次
に
、
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
き
他
の
保
証
人
も
責
め
を
負
う
と
い
う
前
提
で
保
証
が
引
き
受
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
債
権
者
に
認

識
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
認
識
可
能
性
）。
主
た
る
債
務
者
や
共
同
保
証
人
に
認
識
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

そ
の
要
件
を
充
足
し
な
い）

13
（

。
こ
の
前
提
が
債
権
者
に
認
識
可
能
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
法
的
保
護
を
要
す
る
も
の
と
な
る
。
認
識
可
能

性
の
証
明
責
任
は
、
免
責
を
主
張
す
る
保
証
人
が
負
う
。
も
っ
と
も
、
共
同
保
証
が
一
般
化
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
前
提
が
債
権
者

に
と
っ
て
認
識
可
能
と
解
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
な
お
、
こ
の
前
提
は
、
明
示
的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
黙
示
的

な
も
の
で
も
よ
い
。
こ
の
前
提
は
、
保
証
の
引
受
の
条
件
（
ス
イ
ス
債
務
法
一
五
一
条
以
下
）
に
ま
で
な
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、

こ
の
場
合
、
本
質
的
な
錯
誤
の
要
件
（
二
四
条
一
項
四
号
）
を
充
足
す
る
必
要
は
な
い
。
他
の
保
証
人
も
債
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
本

質
的
な
錯
誤
に
当
た
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う
。

　

さ
ら
に
、
保
証
人
の
免
責
は
、
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
き
他
の
保
証
人
も
責
め
を
負
う
と
い
う
債
権
者
に
認
識
可
能
な
前
提
が
生

じ
な
い
場
合
だ
け
で
な
く
、
保
証
人
の
一
人
が
保
証
の
引
受
後
に
債
権
者
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
保
証
が
無
効
と
宣
告
さ
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れ
る
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
（
免
責
類
型
）。
ま
ず
、
債
権
者
に
認
識
可
能
な
前
提
が
生
じ
な
い
場
合
と
は
、
共
同
保
証
人
と
し
て
責
め

を
負
う
と
期
待
さ
れ
た
者
が
契
約
書
に
署
名
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
免
責
規
定
は
、
旧
ス
イ
ス
債
務

法
四
九
七
条
三
項
（
一
九
一
一
年
法
）
に
お
い
て
す
で
に
導
入
さ
れ
て
い
る
（
先
述
⑴
②
ⅲ
）。）。
次
に
、
保
証
人
の
一
人
が
保
証
の
引
受
後

に
債
権
者
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
場
合
も
、
保
証
人
は
そ
の
債
務
を
全
部
免
責
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
債
権
者
が
書
式
（
四
九
三
条
五

項
（
保
証
の
変
更
要
件
））
を
も
っ
て
他
の
保
証
人
の
同
意
を
得
ず
に
保
証
人
を
免
責
し
て
い
る
と
き
は
、
債
権
者
に
は
過
失
が
あ
る
の

が
通
常
で
あ
り
、
保
証
人
の
期
待
は
さ
ら
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
。
前
提
と
さ
れ
た
保
証
人
を
免
責
し
て
他
の
保
証
人
に
差
し
替
え
た
場

合
も
、
免
責
さ
れ
る）

14
（

。
さ
ら
に
、
そ
の
保
証
が
無
効
と
宣
告
さ
れ
る
場
合
に
も
、
免
責
が
認
め
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て

そ
の
保
証
が
無
効
と
な
っ
た
か
は
問
わ
な
い
（
制
限
能
力
・
方
式
の
不
備
・
瑕
疵
あ
る
意
思
等
）。
債
権
回
収
の
訴
え
に
お
い
て
、
保
証
の

有
効
性
が
先
決
的
に
問
題
と
な
る）

15
（

。
な
お
、
共
同
保
証
人
の
債
務
の
無
効
等
に
つ
い
て
保
証
人
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
証

人
は
免
責
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い）

16
（

。

　

免
責
を
主
張
す
る
保
証
人
に
損
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
保
証
人
は
、
債
権
者
が
共
同
保
証
人
か
ら
一
部
弁
済
を
受

け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
共
同
保
証
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る）

17
（

。

　
　

ⅲ　

効　

果

―
全
部
免
責
、
一
部
免
責
の
導
入
、
免
責
時
、
特
約

　

保
証
人
は
、
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
き
他
の
保
証
人
も
責
め
を
負
う
と
い
う
前
提
が
生
じ
な
い
場
合
、
保
証
人
の
一
人
が
保
証
の

引
受
後
に
債
権
者
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、
そ
の
保
証
が
無
効
と
宣
告
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
債
務
を
「
全
部
免
責
」
さ

れ
る
（
四
九
七
条
三
項
一
文
）。
た
だ
し
、
期
待
し
て
い
た
保
証
が
事
後
に
無
効
と
宣
告
さ
れ
た
場
合
は
、
裁
判
官
は
、
保
証
債
務
の
免

責
に
代
え
て
、
新
た
に
「
一
部
免
責
」
の
み
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
同
二
文
）（
一
九
四
一
年
改
正
法
で
導
入
）。
背
信

的
な
保
証
人
に
よ
っ
て
全
部
免
責
効
（
四
九
七
条
三
項
一
文
）
が
濫
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
一
部
免
責
に
と
ど
め

る
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
三
項
二
文
）。
な
お
、
同
条
三
項
一
文
に
お
け
る
他
の
免
責
類
型
に
お
い
て
も
、
一
部
免
責
が
認
め

担保保存義務に関する一考察97

九
七



ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
（H

onsell

））
18
（

。
免
責
の
時
点
は
、
他
の
保
証
人
も
責
め
を
負
う
と
い
う
期
待
が
不
履
行
と
な
っ

た
と
き
、
ま
た
遅
く
と
も
保
証
債
務
の
弁
済
期
と
解
さ
れ
る
。
免
責
の
効
果
は
、
事
後
的
に
無
方
式
で
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ま
た

保
証
人
の
一
人
が
す
で
に
債
務
を
履
行
し
た
り
、
法
律
上
そ
の
保
証
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
し
て

も
、
排
除
さ
れ
な
い）

19
（

。
免
責
さ
れ
る
保
証
人
の
給
付
に
つ
い
て
の
返
還
請
求
は
認
め
ら
れ
る）

20
（

。

　

保
証
に
関
す
る
主
要
な
規
定
は
、
強
行
規
定
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
四
九
二
条
四
項
）。
保
証
人
は
、
四
九
七
条
三
項
の
適
用
を

事
前
に
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
保
証
人
は
、
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
き
他
の
保
証
人
と
独
立
し
て
債
務
を
負
う

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
保
証
契
約
の
締
結
に
際
し
て
、
共
同
保
証
人
は
、
同
条
三
項
の
適
用
を
受
け
な
い
と
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
）
21
（

。

　

④　

整
理
・
検
討

　

債
権
者
は
保
証
人
に
対
し
て
一
般
的
な
注
意
義
務
を
負
っ
て
お
ら
ず
、
債
権
者
の
担
保
保
存
義
務
（
五
〇
三
条
一
項
）
は
、
物
的
担
保

等
の
保
存
に
関
す
る
特
別
の
義
務
で
あ
り
、O

bliegenheit

と
解
さ
れ
て
い
る
（
近
時
の
位
置
付
け
（
義
務
の
「
性
質
」））。

　

債
権
者
が
保
存
義
務
を
負
う
担
保
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
に
規
定
す
る
方
式
（
旧
法
）
で
は
な
く
、
立
法
過
程
で
の
議
論
を
経
て
、

「
物
的
担
保
ま
た
は
そ
の
他
の
担
保
及
び
優
先
権
」
と
担
保
の
種
類
を
列
挙
す
る
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
保
証
の
引
受
以
前

に
存
在
し
た
担
保
か
引
受
後
に
獲
得
さ
れ
た
担
保
か
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
担
保
の
「
時
的
範
囲
」
に
よ
っ
て
、
債
権
者
が
負
う
注
意

義
務
の
範
囲
・
対
象
が
異
な
る
。
さ
ら
に
、「
包
括
的
担
保
条
項
」
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
担
保
に
つ
い
て
、
議
論
の
展
開
が
見
ら
れ

る
。
保
証
人
は
、
保
証
の
引
受
時
に
そ
の
よ
う
な
担
保
の
存
在
・
内
容
に
つ
い
て
な
に
も
知
ら
な
い
た
め
期
待
も
有
し
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
債
権
者
は
保
証
の
引
受
時
に
存
在
す
る
担
保
の
場
合
で
も
責
め
を
負
わ
な
い
と
す
る
主
張
が
あ
る
（Giovanoli

等
）。
担
保

保
存
義
務
違
反
に
よ
る
免
責
は
、
保
証
人
に
不
利
益
な
担
保
の
減
少
が
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
保
証
人
に
損
害
が
生
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じ
る
こ
と
を
要
す
る
。
新
法
に
お
い
て
は
、「
証
明
責
任
」
の
転
換
が
な
さ
れ
、
保
証
人
の
証
明
責
任
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
保
証
人

は
、
債
権
者
が
担
保
を
保
証
人
の
不
利
益
に
減
少
さ
せ
た
こ
と
、
ど
の
範
囲
に
お
い
て
担
保
が
減
少
し
た
か
を
証
明
す
れ
ば
足
り
る
。

債
権
者
は
、
損
害
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
は
損
害
額
が
そ
れ
よ
り
少
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

担
保
保
存
義
務
違
反
の
効
果
は
、
損
害
賠
償
責
任
（
旧
法
）
で
は
な
く
、
権
利
の
「
失
効
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
通
説
：
担
保
保
存
義

務
がO

bliegenheit
と
位
置
付
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
、
そ
の
権
利
の
喪
失
・
減
少
や
形
成
権
の
成
立
が
問
題
と
な
る
が
損

害
賠
償
義
務
は
生
じ
な
い
。）（
こ
れ
に
対
し
て
、
保
証
人
は
損
害
賠
償
請
求
権
の
み
を
有
し
、
そ
の
請
求
権
の
額
に
応
じ
て
責
め
が
減
少
す
る
と

す
る
有
力
説
が
あ
る
。
主
た
る
債
務
者
が
支
払
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
保
証
人
は
不
利
益
を
受
け
て
い
な
い
た
め
、
免
責
さ
れ
な
い
と
す
る

（Giovanoli

等
））。
債
権
者
は
、
そ
の
権
利
を
法
律
上
当
然
に
喪
失
す
る
。
免
責
さ
れ
る
の
は
、
担
保
の
減
少
の
範
囲
で
あ
り
、
全
部

免
責
で
は
な
い
。
な
お
、
保
証
人
は
、
自
己
に
免
責
の
抗
弁
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
債
権
者
に
弁
済
し
た
場
合
に
は
、
不
当
利
得
の

返
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
一
項
二
文
）。
な
お
、「
保
証
人
は
、
別
段
の
合
意
を
認
め
る
例
外
規
定
の
な
い
限
り
、
保
証
法

（
第
四
九
二
条
―
第
五
一
二
条
）
に
お
い
て
保
証
人
に
与
え
ら
れ
た
権
利
を
事
前
に
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
す
る
規
定
が
導

入
さ
れ
て
お
り
（
四
九
二
条
四
項
）（
原
則
的
に
「
強
行
法
規
化
」）、
保
証
人
が
有
す
る
そ
の
権
利
を
事
前
に
放
棄
す
る
旨
の
約
定
は
無
効

で
あ
る
。

　

実
務
に
お
い
て
は
、
共
同
保
証
が
一
般
化
し
て
お
り
、
保
証
人
は
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
い
て
他
の
保
証
人
も
債
務
を
負
う
と
い

う
前
提
で
保
証
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
期
待
に
反
し
て
、
他
の
保
証
人
が
保
証
の
引
き
受
け
を
拒
む
よ
う
な

場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
他
の
保
証
人
も
債
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
等
の
事
情
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
っ
て
も
、
通
常
は
、
本

質
的
な
錯
誤
に
当
た
ら
な
い
た
め
救
済
が
受
け
ら
れ
ず
、
ま
た
他
の
保
証
人
が
債
務
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
前
提
は
、
保
証
契
約

の
「
条
件
」
に
ま
で
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
四
九
七
条
三
項
が
導
入
さ
れ
、
共
同
保
証
人
の
救
済
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
同
条
三
項
は
、「
共
同
保
証
」
の
場
合
の
み
を
適
用
対
象
と
す
る
。
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同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
き
他
の
保
証
人
も
責
め
を
負
う
と
い
う
前
提
で
保
証
が
引
き
受
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
債
権
者
に
「
認
識
可

能
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
共
同
保
証
が
一
般
化
し
て
い
る
た
め
、
債
権
者
に
と
っ
て
認
識
可
能
と
解
さ
れ
る
場
合
が

多
い
。
こ
の
前
提
は
保
証
の
引
受
の
条
件
に
ま
で
な
っ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
本
質
的
な
錯
誤
の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
も
な
い
。

さ
ら
に
、
判
例
の
展
開
を
受
け
て
、
同
条
三
項
に
お
い
て
免
責
さ
れ
る
場
合
が
類
型
化
さ
れ
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

　

四
九
七
条
三
項
に
よ
る
効
果
は
、
原
則
的
に
「
全
部
免
責
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
背
信
的
な
保
証
人
に
よ
っ
て
全
部
免
責
効
が
濫
用

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
保
証
が
事
後
に
無
効
と
宣
告
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
「
一
部
免
責
」
に
と
ど
め
る
余
地
が

認
め
ら
れ
て
い
る
（
旧
法
と
の
違
い
）（
な
お
、
同
条
三
項
一
文
に
お
け
る
す
べ
て
の
免
責
類
型
に
お
い
て
一
部
免
責
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
主
張
が
あ
る(H

onsell)
。）。

　

保
証
に
関
す
る
主
要
な
規
定
は
、
強
行
規
定
と
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
（
四
九
二
条
四
項
）、
保
証
人
は
、
四
九
七
条
三
項
の
適
用
を

事
前
に
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
た
だ
し
、
保
証
人
が
同
一
の
主
た
る
債
務
に
つ
き
他
の
保
証
人
と
独
立
し
て
債
務
を
負
っ
た
場
合
に
は
、

同
条
三
項
の
適
用
を
受
け
な
い
と
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。）。
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